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綾川町行政改革大綱の改訂について 

 

綾川町行政改革大綱については、合併後の新町における行政改革の指針とな

るべきものとして、平成 19年 3月に策定したものである。以来、大綱に掲げら

れた指針に沿って「納税の対価として行政サービスの提供を受ける住民の満足

度を最大化する」という、行政改革の最終的な目的達成に向けた取り組みを実

施してきたところである。 

しかしながら、策定後 3 年が経過することにより、綾川町を取り巻く環境や

住民が行政に求めるサービスにも変化が生じてきている。こうしたことから、

これまでの取り組みを再検証するとともに、新たな課題に対応していくために、

今回、大綱及びこの大綱に基づく行政改革実施計画（集中改革プラン）の改訂

を行うものである。 

なお、今回の改訂による大綱及び行政改革実施計画（集中改革プラン）につ

いても、改訂前のものと同様、ホームページ等により広く公開するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 大綱及び行政改革実施計画（集中改革プラン）

改訂版では、当初からの追加、変更部分に下線

を引いています。 
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行政改革の基本方針 

 

１ 事務事業の見直し 

 社会経済情勢の変化や、地方分権の進展を踏まえて、新たな行政課題に的確に対

応するため、初期の目的を達成したものや、必要性の薄れたもの、時代の要請にあ

わなくなったものなどは、廃止、縮小、統廃合等を含めて見直しをしなければなら

ない。また、「民間にできることは民間に委ねる」ことを基本に、行政と民間の役割

分担を明確にし、指定管理者制度の活用や、民間企業への業務委託等を積極的に推

進する。 

また、事務事業全般にわたり、行政評価システムを導入して、費用対効果を厳しく

検証し、見直しに取り組む。その際、検証の結果を公表することにより住民への説

明責任を果たし、住民の理解を得ながら改革を進める。 

 

２ 財政健全化の促進 

三位一体の改革による新型交付税の導入や国庫補助負担金の廃止縮減など、本町の

財政見通しは極めて厳しい。このまま推移すれば、財政運営が行き詰まり、更なる

合併を余儀なくされる可能性もある。もちろん合併の是非は主権者たる住民自らの

判断に委ねられるべきものである。現段階での行政の使命は、これを論ずることで

はなく、「綾川町単独」という選択肢を住民に対して残すことである。そのためには

本町の身の丈にあった、健全で持続可能な財政システムを早急に構築しなければな

らない。 

まず歳出では、プライマリーバランスを考慮し、歳出予算の規模を歳入に見合うも

のとする。交付税算入を理由に安易に起債に頼る事業の実施は厳に慎まねばならな

い。また、人件費、物件費等の消費的経費を削減することが重要である。定員管理、

給与管理を適正化し人件費を削減するとともに、内部管理的経費の削減によって物

件費を抑制する。 

次に歳入では、町税収入の確保に努めるとともに、適正な受益者負担の観点から使

用料・手数料の見直しを行う。また、地方債については後年度負担を十分考慮して

計画的に起債するものとする。また、未利用財産についてもその処分について検討

する。 

 

３ 組織・機構の見直し 

合併協議の中で新町の組織・機構のあり方について議論されたところであるが、新

たな行政課題や住民の多様なニーズに適切に対応していくため、合併後の実績を踏

まえて、組織・機構全般の再点検を行い、再編整備を図る。とりわけここでは、支

所機能の見直しが焦眉の急である。地域住民の利便性を低下させないよう配慮しつ
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つも、機能の分散により事務の効率が低下していると思われる部門については、積

極的に統廃合を検討し、業務執行の効率化に努める。また、出先機関、附属機関等

についても、スリム化・効率化の観点に立って再検討する。 

 

４ 定員管理の適正化 

本町では、合併時において職員の削減はほとんど行われていない。したがって、合

併に伴う余剰人員の整理削減が急務である。今後は、定年退職する職員の補充を最

小限に抑え、新規の行政需要に対しても原則として職員の配置転換によって対応す

るなどスクラップアンドビルドの徹底により増員を極力抑制する。 

高度化、多様化する住民ニーズに的確に応え、期待される役割を十分果たしていく

ためには、公務能率の一層の向上を図るとともに主体的に定員管理を推進すること

が必要である。 

 

５ 職員の能力開発 

地方分権の進展に伴い、新たな行政課題に対応しうる人材の確保、育成が必要とな

っている。行政需要の高度化、多様化に的確に対応し、効率的な行政を推進するた

めには、職員一人ひとりが、公務員として高い倫理観を保持し、意識改革を進めて、

一層の資質の向上と能力の開発に努めなければならない。このため、各種研修に積

極的に参加するなどの取り組みを行う。また、職員の士気の高揚と、組織の活性化

に資するため、任用、評価、給与等、人事管理の諸制度を再構築し、努力した者が

報われる真に公平な人事管理制度への転換を図る。 

 

６ 行政の情報公開 

地方公共団体には、地方分権の進展による自己決定権の拡大に伴い、住民に対する

説明責任を果たすことがますます強く求められており、行政の透明性の向上が一層

必要となっている。そのためこれまで以上に積極的な情報公開を行い、住民の理解

と協力が得られるよう努めるとともに、町政への住民参加を進めるために、広く住

民からの意見・提言を取り入れるシステムを構築する。 
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行政改革推進のための重点事項 

１ 事務事業の見直し 

（１）整理合理化等 

① 町営バス運行委託形態の統一 

合併前の二町の町営バスは、その委託契約の内容が異なっており、旧綾上町に

ついては、町がバスを所有し、その運転業務だけを民間業者に委託していた。一

方旧綾南町においては、受託業者がバスを所有し、運送業務全般を委託していた。

現在の綾川町では、これをそのまま踏襲し、異なる業者にそれぞれ異なる形態で

委託している。これを一本化することによって業務の効率化を図る。併せて町営

バス、福祉バス、スクールバス等の在り方について、利用状況を勘案しながら住

民にとってより利用しやすいバス交通の総合的な検討を行う。 

 

実施年度 平成 19 年度～ 担当課 総務課 

 

② 選挙事務の見直し 

合併後の綾川町には、旧綾上町内に９、旧綾南町内に４、合計１３の投票区が

設けられて選挙が行われている。綾上村が誕生した当時は、自家用自動車もほと

んど普及しておらず、道路の整備も進んでいなかった。また、当時の人口や町の

面積が広大であったことなどから、このように定められたものと思われるが、そ

の後、見直しが行われなかったため、過疎化が進んだ現在、著しい不均衡が生じ

ている。 

                      （単位：人 平方キロメートル） 

投 票 区 投 票 所 有権者数 投票区の面積 備 考 

第 １投票区 昭和公民館 ４，８１２ １２．０３  

第 ２投票区 陶公民館 ４，７８８ １０．７１  

第 ３投票区 綾南改善センター ４，７９９ ８．８７  

第 ４投票区 羽床小学校 １，５１９ ６．８６  

第 ５投票区 旧枌所小学校  ７０９ １３．９１  

第 ６投票区 新名集会所 １９１ ５．０１ 

第 ７投票区 旧柏原分校 ２８ １２．０７ 

有権者数 219 

面積  17.08 

第 ８投票区 旧西分小学校 ５９６ ７．５９ 

第 ９投票区 西分南部公民館 １２４ ７．２９ 

有権者数 720 

面積  14.88 

第１０投票区 綾上小学校 １，２０５ ７．０５ 

第１１投票区 東分児童館 ２６８ ４．２３ 

有権者数1,473 

面積  11.28 

第１２投票区 綾上改善センター １，３２９ ５．３９  

第１３投票区 旧羽床上小学校 １，３４９ ８．６６  

（有権者数は、平成１８年９月１日現在定時登録による） 



 - 5 - 

 

選挙権は国民の最も大切な権利の一つであり、その行使を容易にする環境の整

備は、自治体の責務である。しかし同時に行政は、住民に対し何よりもまず公平

でなければならない。そこで投票区の見直しを行うものである。見直しに当たっ

ては、各投票区の有権者数、面積、投票所までの距離等から総合的に判断するも

のとする。 

 第 ６投票区（新 名）と第 ７投票区（柏 原）の統廃合 

 第 ８投票区（西 分）と第 ９投票区（西分南）の統廃合 

 第１０投票区（山田上）と第１１投票区（東 分）の統廃合 

また、ポスター掲示場の設置数についても有権者数や、地理的条件を勘案して

見直すこととする。 

 

実施年度 平成 20 年度 担当課 総務課 

 

③ いきいきセンターの開放時間の見直し 

いきいきセンターで現在行われている休日の一般開放については、えがおとの

バランスを考慮し見直しを行う。 

 

実施年度 平成 19 年度 担当課 健康福祉課 

 

④ 広報紙の配布方法の見直し 

広報紙については、香川県を始め多くの近隣市町において委託による全戸配布

を実施している。現在、綾川町においては自治会を通じて配布するとともに、自

治会未加入者には別に郵送している状況にあるが、全世帯に漏れなく配布されて

いるかは確認できず、住民間に情報格差を生んでいる可能性を否定できない。ま

た、コスト面でも現行の方法では割高となり、不効率である。こうしたことから、

広報紙の配布についてより効率的な方法を検討し、併せて経費の縮減を図る。 

 

 

 

 

（２）民間委託（アウトソーシング）・指定管理者制度の導入等 

 行政責任の確保については十分配慮しつつ、簡素で効率的な行政運営体制の構築

を図るため、民間企業の持つ専門性を活用できる業務のアウトソーシングを積極的

に推進するとともに、公共施設の管理に関して、住民サービスの向上と経費の削減

を図る観点から指定管理者制度の導入を検討する。 

 

① 塵埃収集業務 

塵埃収集業務については、専用車両の維持管理に多額の経費を要している。既

担当課 総務課 
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に部分的に業務委託を実施してきたところであるが、今後さらにこれを進めて、

平成 23 年度から全ての収集業務を委託に切り替える。 

 

実施年度 平成 23 年度 担当課 住民生活課 

 

② 綾川斎苑管理業務 

斎苑については、平成 24 年度からマイクロバスによる送迎を廃止し、火葬場

の管理業務及び霊柩車の運転業務について指定管理者制度の導入を目指す。 

 

実施年度 平成 24 年度 担当課 住民生活課 

 

③ 宿日直業務 

地域住民の利便性を低下させないよう配慮しながら、組織の統廃合を進めてい

くが、それに伴い、支所の宿直を廃止する。また、支所の日直業務、本庁の宿日

直業務についても外部委託を検討する。 

 

県内市町の状況 

市 町 名 本庁の宿日直体制 支所の宿日直体制 

東かがわ市 一般職員で対応 宿直はシルバーに委託（1名体制） 

日直は支所の職員で対応 

さぬき市 シルバーに委託（2名体制） シルバーに委託（2名体制） 

高松市 守衛 2名（正職１嘱託１） 現在は一般職1嘱託1の2名体制 

H19.4 から宿直廃止（但し 17 時

から 22 時まで嘱託職員を置く）

日直は嘱託 1名体制 

まんのう町 一般職員で対応 宿直を廃止 

日直は一般職員で対応（1名） 

丸亀市 嘱託職員 2名 嘱託職員 2名 

三豊市 一般職員 1名、嘱託 1名 一般職員 1名、嘱託 1名 

観音寺市 シルバーに委託（１名体制） シルバーに委託（1名体制） 

 

実施年度 平成 19 年度 担当課 総務課 

 

 

④ 学校給食業務 

給食調理業務については、その業務のほとんどが午後 3時以前に集中すること

や、学校の春、夏、冬休み期間中は給食実施時と同程度の業務量はなく、最もパ

ートタイムな労働力を求められる職場である。ところが、現行地方公務員法と、
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これに基づく地方公務員制度は、そのような雇用形態を用意していない。勤務時

間等の面でより柔軟な臨時職員による対応、または民間業者に委託することが、

現行制度の範囲内ではベターな選択といえる。このことから、当面臨時職員によ

る対応を行い、将来的な民間業者への委託の可能性を検討していく。 

 

 

県内各市町の状況 

市 町 名 取 組 状 況 

丸亀市 

（センター方式） 

飯山給食センターでは実施済み 

中央給食センターと綾歌給食センターを統合し、新学校給食センター

を整備（22年度供用開始予定）して、調理洗浄業務を委託予定 

坂出市 

（自校方式） 

平成 16 年度から段階的に実施（16 年度松山小学校、17 年度川津小学

校、実施済み）以後順次実施を予定 

完了年度は未定 

保育所についても委託を検討（行革大綱） 

東かがわ市 

（センター方式） 

平成 18年度から、給食センター統廃合 

調理・配送業務につき委託実施済み 

宇多津町 

（センター方式） 

平成 18年度ＰＦＩ方式により給食センターを建設 

平成 19年度から調理業務を含む全ての管理運営を委託予定 

香川県立 

高松北中学校 

施設を持たず、全てを委託（実施済み） 

 

実施年度 
平成 23 年度 

（平成21年度一部実施） 
担当課 教育委員会 

 

⑤ キャンプ施設管理業務 

柏原渓谷、高鉢山のキャンプ施設の管理運営については、当面直営を維持し、

コスト削減による効率的な運営はもちろんのこと、自然環境を活かした行楽スポ

ットとして、広く内外にＰＲするとともに、リピーターを獲得するための手段を

講じていくことで採算性の向上を目指す。 

 

実施年度 平成 22 年度～ 担当課 経済課 

 

⑥ 運動公園施設管理業務 

総合運動公園及びふれあい運動公園の管理運営について、指定管理者制度の導

入を検討する。 

 

 

 

担当課 教育委員会 
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⑦ （仮称）生涯学習センター施設管理業務 

平成 22 年度から建設予定の（仮称）生涯学習センターの管理運営について、

指定管理者制度の導入を検討する。 

 

 

 

⑧ 臨時職員の見直し 

臨時職員の雇用については、その目的や必要性を十分に考慮し、民間委託への

移行についても検討する。 

 

 

 

 

（３）行政評価システムの導入 

事務事業全般について、住民の視点に立った客観的な指標に基づき、その費用対

効果や、妥当性、効率性等を評価し、見直しを行うとともに、住民ニーズの変化に

対応するため、必要な施策への転換や、新たな施策の展開を図る。また、その評価

を公表することにより住民に対する説明責任を果たす。 

 

実施年度 
平成 21 年度 

（平成 19・20年度試行） 
担当課 総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育委員会 

担当課 全課 
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２ 財政健全化の促進 

（１）歳 入 

① 町税収入の確保（滞納徴収の強化） 

自主財源の確保と税負担の公平性の観点から、課税客体の正確な把握と滞納整

理の実施により、一層の収納率向上に努める。また、口座振替納税を一層推進し、

収納率の向上と事務の簡素化を図る。 

 

実施年度 平成 19 年度 担当課 税務課 

 

② 前納報奨金制度の見直し 

現在、綾川町では納税者の約 70％が特別徴収により納税していることから、税

負担の公平性からも、町民税の前納報奨金制度については廃止する。 

 

実施年度 平成 22 年度 担当課 税務課 

 

③ 使用料・手数料の見直し 

受益者負担の適正化、公平化を図るため、全ての使用料・手数料について見直

しを行う。 

 水道料、下水道使用料については、近隣市町の動向も勘案しつつ、受益者負

担適正化の観点から、平成 20 年度を目標に料金改定を実施する。また、口座

振替加入促進を行うほか未納者への徴収をさらに強化する。 

 

実施年度 平成 20 年度 担当課 
水道課 

下水道課 

 

 施設使用料については、受益者負担の公平性の観点から、減免制度の見直し

を行う。特に町から補助金を受けている団体については原則として減免しな

い方向で検討する。また、利用状況等を十分に検証し、適正な使用料となる

よう検討する。 

 

実施年度 平成 20 年度～ 担当課 教育委員会 

 

 住宅使用料、保育料等については滞納整理等を実施し、滞納額の縮小に努め

る。 

 

実施年度 平成 22 年度～ 担当課 関係課 
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 手数料については、近隣市町とのバランスを失することのないよう配慮し、

受益者負担の公平・適正の観点から見直しを検討する。 

 

県内市町の状況 

区 分 名  称  綾川町 高松市 三木町 坂出市 丸亀市 

住民基本台帳の閲覧 1件 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

住民票の写しの交付 1通 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

住民票記載事項の証明 1通 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

戸籍附表の写しの交付 1通 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

住 基 

外国人登録記載事項証明 1通 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

印鑑に関する証明 1件 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 印 鑑 

印鑑登録証の交付 1件 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

所得に関する証明 1通 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

納税に関する証明 1通 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

営業に関する証明 1通 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

土地・家屋に関する証明 1通 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

税 

地籍調査に関する閲覧 1件 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

その他 その他の証明 1件 300 円 350 円 350 円 300 円 350 円 

 

担当課 
住民生活課 

税務課 

 

④ 広報紙等への有料広告の掲載検討 

広報紙や封筒などへの有料広告の掲載について導入を検討する。 

 

担当課 総務課 

 

⑤ 起債の制限 

地方債の発行については、地方交付税算入のみを理由に安易に起債に頼ること

なく、後年度の財政負担を十分考慮し、計画的に行うものとする。平成 19 年度

から 23 年度までの 5年間での起債総額について、20 億円以下を目標とする（普

通会計）。 

 

実施年度 平成 19 年度～ 担当課 総務課 

 

⑥ 未利用財産の処分 

利活用が困難な土地等については、適正な価格で積極的に処分し、活用可能

なものについては早期の有効活用を目指す。また、財産管理台帳システムを構
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築し、効率的な財産管理の運用を図る。 

 

実施年度 平成 20 年度～ 担当課 全課 

 

 

 

（２）歳 出 

① 人件費の抑制 

厳しい財政状況を踏まえて、厳格な定数管理に加え、適正な給与制度の運用を

通じて総人件費の抑制に努める。 

 定員管理の適正化 

定員適正化計画により、一般職職員数の削減に努めるとともに、各種委員

等非常勤特別職の定数についても、合併後の実績を踏まえて見直すものとす

る。 

 給与管理の適正化 

給与制度及び給与水準については、国及び県の考え方に沿って見直しをし

ていくものとする。各種手当については合併時に協議されたところであるが

他の市町の動向を勘案しつつ再度見直すものとする。特に、時間外勤務手当

については、職員が超過勤務はコストを伴うものであることを認識し、業務

能率の向上と事務処理方法の抜本的見直しにより、一層の縮減を図る。 

 

実施年度 平成 19 年度～ 担当課 総務課 

 

 議員定数の削減 

現在 18 名の議員数を次回選挙（平成 22 年度）から 2名削減し、16 名とす

る。 

 

② 物件費の削減 

 旅費制度の見直し 

県内旅費については、交通事情や公務旅行形態の変化を踏まえ、より実態

に即した旅費支給となるよう制度を改正する。また、県外については、宿泊

費の見直しを行い経費の節減を図る。 

 

実施年度 平成 23 年度 担当課 総務課 

 

 需用費の削減 

コピー、プリンター、ファックス等のＯＡ機器については、使用頻度を精

査し、不必要機器を削減する。また、全庁的な取り組みとして、クールビズ、
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ウォームビズ等の実施により冷暖房費等光熱水費の節減を図るとともに、消

耗品等の節約を徹底し需用費を削減する。また、支所の組織再編に伴い公用

車の台数を見直すものとする。 

 

実施年度 平成 19 年度～ 担当課 総務課 

 

 いちごフェスタや、サマーフェスティバルなどのイベントを見直し委託料を

削減する。 

 

実施年度 平成 20 年度 担当課 経済課 

 

③ 施設等維持管理費の縮減 

各種施設等の維持管理費については、使用料等とのバランスを考慮し、必要以

上のものについては削減を図る。また、修繕については、予測不能なものを除き、

修繕計画を作成するなどして、計画的に実施する。 

 

実施年度 平成 22 年度～ 担当課 関係課 

 

④ 負担金・補助及び交付金の縮減 

各種団体に対する負担金・補助金等について見直しを行い、平成 19 年度は、

原則として前年度の 95％で調整するとともに、その団体の活動内容、運営状況

等を再点検し、適正な額となるよう随時見直しを行う。また、事業に対する補助

金については補助目的が同一または類似のものについては統合もしくはメニュ

ー化を進め、初期の目的を達したものについては廃止を含めた検討を行う。併せ

て、町単独の補助金については終期または見直し時期の設定を行う。負担金のう

ち各種団体の会費的性格を持つものについては加入目的や活動効果などを再検

証し形式的なものや効果の薄いものについては脱会を含めた検討を行う。 

 

実施年度 平成 19 年度～ 担当課 全 課 

 

 

⑤ 下水道事業会計の経営健全化 

現在、国において法非適用企業に対する財務規定等の適用が検討されている

ことや、今後の下水道事業の在り方について検証を行うため、その財務状況を

明確に把握する必要があることなどから、公営企業法の適用について検討する。 

 

担当課 下水道課 
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⑥ 地方公営企業の経営健全化と基準外繰出しの廃止 

病院事業会計については、平成 17 年度において、92,657 千円の純利益を計上

して決算することができた。また、繰出し基準外の繰出金についても０となって

いる。しかしながら、国保直診を取り巻く環境は、少子高齢化の進展や、医療制

度改革、保険制度改革等により、大きく変化しようとしている。今後もさらなる

経営健全化に努め、保健、福祉とも連携して住民の健康づくりに貢献する。 

水道事業会計については、平成 19 年度中に経営健全化計画を策定し、20 年度

以降は繰出し基準外の繰出しを行わないものとする。 

 

実施年度 平成 20 年度～ 担当課 水道課 

 

⑦ 土地開発公社及び第 3セクターの経営健全化 

 土地開発公社で 3 年以上保有している土地については、早期の処分を目指

した取り組みを行う。 

 

実施年度 平成 22 年度～ 担当課 総務課 

 

 株式会社綾南プラザ及び有限会社綾歌南部農業振興公社の経営健全化に努

め、経常損益を黒字転換させるための取り組みを行う。 

 

実施年度 平成 22 年度～ 担当課 経済課 

 

 

 

 

３ 組織・機構の見直し 

① 本庁の組織再編・支所機能の見直し 

近年の社会経済情勢の変化や、交通手段の発達、行政需要の動向等に的確に対

応し、行政運営の効率化を図るため、地域性や利便性とともに簡素化・効率化の

観点に立ち、時代に即応した組織の再編整備を行う。 

当面の課題は、合併によって複雑化した組織を、財政規模、人口規模等に見合

う本来の姿に戻すことである。また、分散によって低下している事務事業の効率

性を回復させるため、組織の統廃合に積極的に取り組む。 

 教育委員会分室を廃止する。（平成 19年 3 月 31 日） 

 事業課と産業振興課を統合し、課の名称は事業課とする。同時に、住民課と

地域振興課を統合し、住民課とする。（平成 20年 3月 31 日） 

 支所の課を廃止する。支所長は課長級とし係をおく。また、本庁では、経済
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課と土地改良課を統合し、経済課とする。総務課と企画財政課を統合し、総

務課とする。（平成 21 年 3 月 31 日） 

 水道課と下水道課の統合について検討する。 

 

実施年度 平成 19 年度～ 担当課 総務課 

 

② 保育所の統廃合 

平成 14 年 10 月 17 日、当時の綾南町長から綾南町幼児教育検討委員会（会長 

大林 敬）に対し「行財政改革の時代にふさわしい綾南町の幼児教育充実の方策

について」と題する諮問がなされ、翌平成 15年 3月 27 日、答申が出された。こ

の答申では「昭和北保育所と昭和南保育所の統合は、別添保護者の意向調査の結

果を踏まえ、2年後に昭和南保育所に統合し、より充実した保育が行われるよう

にすることが望ましい。」とされたがその後、市町合併等の事情もあり、未実施

のまま今日に至っている。このことから、平成 21 年 11 月 30 日に保育所、幼稚

園に加え、小学校、中学校も含めた将来のあり方について、改めて学校等再編整

備検討委員会（会長 山神眞一）から答申が出された。今後は、この答申に基づ

き、今後は、平成 24 年 4 月 1 日までを目標に両保育所の統合を実施し、併せて、

旧綾上町内の幼保一元化を実施する。 

 

実施年度 平成 24 年度 担当課 健康福祉課 

 

③ 保育所、小・中学校の再編整備 

②に掲げる統廃合の他、町内の保育所、小学校、中学校について、学校等再編

整備検討委員会の答申に基づき、住民に対して十分な説明を行った上で、再編整

備を行う。 

 

担当課 
教育委員会 

健康福祉課 

 

 

④ 消防団組織の再検討 

現在の綾川町消防団は、合併前の綾上町消防団と綾南町消防団が、そのまま引

き継がれる形で組織されている。火災発生時においても、旧綾上町内の火災は綾

上分団が、旧綾南町内の火災は綾南分団がそれぞれ対応しており、合併前となん

ら変わるところがない。平成 19 年度において、合併後 1 年間の実績を踏まえ、

組織のあり方、火災発生時や台風等の災害時の対応等を検討する。 

 

 担当課 総務課 



 - 15 - 

 

⑤ 診療所組織の見直し 

旧綾上町における綾上診療所、枌所診療所、羽床上診療所は、地域住民にとっ

て最も身近な医療機関としてその役割を果たして来た。しかしながら少子高齢化

の進展や、医療制度改革、保険制度改革等国保直診を取り巻く環境は極めて厳し

い。収益性とともに地域性、利便性に配慮しながら陶病院との将来的な経営面で

の統合も含めた検討を行う。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 定員管理の適正化 

定員管理に当たっては、社会経済情勢の変化等を踏まえ、対応すべき行政需要の範

囲、施策の内容、手法を改めて見直しながら、適正化に取り組むものとする。抜本

的な事務・事業の整理、組織の合理化、職員の適正配置に努めるとともに、積極的

な民間委託の推進により、職員数の抑制を図る。 

 

4 月 1 日現在の職員数目標         （単位：人） 

 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 

職員数 ２９４ ２８９ ３０３ ３０２ ３０１ ２９９ 

内普通会計 １９１ １８５ １７８ １６１ １５９ １５６ 

          （県からの派遣職員は含まない） 

 

実施年度 平成 19 年度～ 担当課 総務課 

 

 

 

 

担当課 

保険年金課 

診療所 

陶病院 
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５ 職員の能力開発 

厳しい財政状況が続く中、住民の町政に対する期待は一層大きくなり、住民ニーズ

は高度化、複雑化している。多様化する住民ニーズに対応するためには、今まで以

上に職員の資質の向上を図る必要がある。 

公務員としての高い倫理観の保持や、意識改革の推進とともに、職員一人ひとりが

能力を開発できるよう、県市町職員研修センターが実施する研修をはじめ各種研

修・セミナー等に積極的に参加する。 

また、職員の能力や実績を適正に把握し、これを任用、給与等に反映させるととも

に、業務成績不良者等に対する厳正な人事管理を行う。 

 

実施年度 平成 19 年度 担当課 総務課 

 

 

 

 

 

 

６ 行政の情報公開 

地方分権の進展による自己決定権の拡大に伴い、地方公共団体の住民に対する説明

責任は、ますます重大となっている。そのため、広報あやがわやホームページを利

用して、これまで以上に積極的な情報公開を行い、住民の理解と協力が得られるよ

う努力する。 

また、町政への住民参加を進めるために、100 人委員会の開催等、広く住民からの

意見・提言を取り入れ、協働のまちづくりを進める。 

 

実施年度 平成 19 年度～ 担当課 総務課 

 


